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Ϛンγϣンの্֊のډ住者の子供の泣き声
や掃除機の音が͏るさい等として下֊のډ住
者が্֊のډ住者に対して、૽音ൃ生の差止
めやҚँ料支払い等を求めた事Ҋにおいて、
૽音は、通常の生活音の範囲内で受忍の範囲
内であるとして、不法行為による損害賠償請
求が棄却された事例ʢ౦ژ地ࡋ.ฏ27年11
݄18日判ܾ.棄却.Τεトϩʔ・δϟύンʣ

1 　事案の概要

本件は、Ϛンγϣンの１֊の۠分所有建物
にډ住する̭ʢݪ告ʣが、ͦのਅ্の֊の۠
分所有建物にډ住する̮ʢඃ告ʣ夫්が、ᶃ
一Ոでܹしい૽音をىこす、ᶄ̭のډに
けて౪ࡱΧϝラを設置する、ᶅυΞやαογ
をいよくดめてΘ͟と̭のډに音をڹか
せる等のҖ֣・ڴഭ行為を行͏、ᶆಉϚンγ
ϣンのறं場において̭がறंできない΄Ͳ
に෯دせறंする、２֊のϕランμからԚ水
をྲྀす行為をするなͲ֤छ不法行為を行った
ため、̭はଟ大な体త・ਫ਼ਆతۤ௧をඃり、
̭は݈康を害してྍ࣏費の支出を༨ّなくさ
れたなͲと主ுして、̭が、̮に対し、不法
行為による損害賠償を求めるとともに、人格
に基づき、૽音の差し止めを求めた事Ҋでݖ
あるɻ

2 　判ܾの要ࢫ

判所は、次のとおり判ࣔし、̭の請求をࡋ
棄却したɻ
ᾇ　ᶃᶄᶅᶆについての不法行為の否

ᶃ̮の子が泣きڣͿ声や子をࣤる声、·た、
ϦϏンά等をりճる音、̮がαογをดめ
る音、掃除機の使用音等の生活音は、ͦのൃ
生ݪҼのੑ質্、長࣌間にΘたり߃常తにൃ
生しているものではなく、短࣌間にൃ生して
いるにす͗ないとߟえるのが相当であるɻ̮
の子がฏ25年当࢞、࣌が小学３年生、ఋが
ະब学ࣇであり、࢞ఋ՞等によって子Ͳも
の泣き声がڹくことは一Ոの日常生活にඞવ
తに͏ものとしてやΉをಘない໘がある
্、̮は、ฏ25年８݄こΖに立した合意
を受けて、̮の子が20分Ҏ্泣くことがあっ
たら૭をดめるとい͏よ͏にྀをしてお
り、これによる生活害が長࣌間に及Μでい
るとか、不相当な࣌間ଳにൃ生しているとい
͏ことはできないɻ
　よって、̮一Ոによる生活音は、ू合住
における社会生活をӦΉ্で通常ൃ生する生
活音にとͲ·るとい͏きであり、受忍す
きݶをえているとはいえないと判அする
のが相当であるɻ.
ᶄͦもͦも̮がϏσΦΧϝラの設置をしたの
は౪ࡱతではなく、ࡋ判にඋえての証ڌ収
ूのためであると認められるɻ·た、警察ॺ
警察官が̮を๚問した日の࣌点ではϏσΦ
Χϝラが֎され、警察官もͦの࣌点で̮の行
為に違法ੑがないことを֬認してݱ場をޙに
したことからすると、̮がϏσΦΧϝラを用
いて画·ではしていなかったことがਪ認さ
れ、ͦのଞに̮がϏσΦΧϝラを用いてࡱӨ
をしたことを認めるにりる証ڌはないɻ

ͷ判例͔Βۙ࠷ ᾑʵ૽Իʵ

ԻのൣғͰडのൣғ׆のԻ௨ৗのੜػআ͖ٽのڙࢠ
Ͱ͋Δͱͯ͠ɺ不๏ߦҝʹΑΔଛഛঈ٫͞غ͕ٻΕͨྫࣄ

（౦ژ地判 ฏ2�・11・1� エストϩー・ジϟύン）　松木.美鳥
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ᶅυΞやαογをดめる音については日常生
活においてඞવతに生͡るものであるし、̮
がυΞやαογをดめるࡍにஶしい音ྔが̭
にڹいたことがあったとしても、ͦれが一
日の͏ͪଟճに及Μだり、日常తに܁りฦ
されたことを認めるにりる証ڌはないか
ら、̮の্記行為が不法行為に当たるとい͏
ことはできないɻ
　·た、̮は、ฏ26年６݄２日からಉ݄３
日にかけて、Ս電中の相खํに対し、「໊༪
ᆝ損」、「ࡋ判」、「内容証明」なͲとൃݴして
いるが、̮は、ͦの࣌期ײతになっていて
Ս電先の相खに対し声が大きくなっていたこ
とはあるにせよ、্記ൃݴが不法行為をߏ
するとは認められないɻ
ᶆ̮が、用ंを自ݾのறंεϖʔεにறं
するࡍ、̭のறंεϖʔεにΘͣかにはΈ出
すܗでறंしたことはあったものの、ͦれは
一ճだけであると認められ、·た、̮が̭の
றंεϖʔεにஶしくۙ接してறंした例も
ෳճ認められるが、これはɼ̮のறंεϖ
ʔεがறं場の一൪Ԟにある্、ྡにある̭
のறंεϖʔεとの間にも༨༟がなく、物理
తにறंがͦもͦもしいことにىҼするも
のであり、̮が意ਤతに෯دせறंをしたと
·でい͏ことはできないɻ
　·た、̮は、ϕランμを水を用いてブラγ
で掃除することがあり、̭のϕランμに水
が漏れる事ଶがൃ生したɻこれは、̮のϕ
ランμの一部はすのこঢ়となっているためɼ
水が֊下にྲྀれるߏとなっていることが認
められ、̮がϕランμのਗ਼掃を行͏ことでগ
ྔの水が̭のϕランμにྲྀれམͪることは、
日常生活の範囲から生͡るものとしてやΉを
ಘない໘があると認められ、故意にϕランμ
に水をྲྀしたと認めるにりる証ڌはないɻ
ᾈ　Ҏ্によれ、̮一Ոによる૽音は不法
行為をߏするものではなく、̭の人格ݖを

৵害するものでもないから、૽音の差止請求
は理༝がなく、̭の請求はいͣれも理༝がな
いから棄却するɻ

� 　まとΊ

本判ܾは、「Ϛンγϣンのよ͏なू合住
にあっては、ͦのߏ্、生活音や振動がଞ
のډにすることは通常定される事ଶ
であり、生活音をશに止することはࠔ
を͏ものである্、૽音に対する受け止め
ํもݸʑ人の֮ײやײ受ੑに大きくґଘする
主؍తな໘もあることは否定できͣ、૽音等
による生活害が不法行為に当たるか否かを
判அするに当たっては、ฏۉ人の通常の֮ײ
ないしײ受ੑを基४に、Ճ害行為の有用ੑ、
ඃ害のఔ及びͦのଘଓ期間等の事を総合
తにྀߟし、一定のݶ·での生活害は、
ू合住における社会生活্やΉをಘないも
のとしてޓいに受忍すきである」と判ࣔ
し、子供らの泣き声は日常生活にඞવతに
͏ものであり、生活音として受忍すきであ
るとした判அは当વであΖ͏ɻ

૽音問はෳࡶであり、ू合住では特に
日ࠒからの住ຽಉ࢜のίϛϡχέʔγϣンが
大切であるɻ

このଞ、受忍ݶをえる૽音ൃ生が否定
された事例として、૽音ඃ害があるとしたࣥ
፠なۤਃし立て等が、໊༪ײの৵害にあ
たるとされた事例ʢ౦ژ地判. ฏ23・10・13.
3&5*087�118ʣ、ྡՈのݘの໐き声が、૽音
ඃ害に当たらないとされた事例ʢ౦ژ地判.
ฏ23・５・19.3&5*085�102ʣ、こͲも文Խηン
λʔ利用者がൃする૽音差止め請求が棄却さ
れた事例ʢԣ地判.ฏ22・５・21.判例࣌ใ
2089�119ʣがあるので、ซせてߟࢀとしてい
ただきたいɻ

（調査研究部主調）
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